
令和７年度 就学援助制度について 

 就学援助制度とは、小・中学生の子供がいるご家庭に、

学用品費（ノートや鉛筆など）や修学旅行費などを援助する制度です。 

 

1. 援助を受けることができる方  （①または②）                      
      ① 金武町立小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で下記（１）～（４）のいず

れかに該当する方。 

      ② 金武町内に住所を有し、国公立・私立小中学校へ通学している児童生徒の

保護者で下記（１）～（４）のいずれかに該当する方。 

 

(1) 生活保護を受けている方 

(2) 令和６年度または令和７年度に生活保護が停止、廃止になった方 

(3) 同一生計の方全員の住民税の課税額が０円 または 年額 5,000 円の方 

(4) 上記以外で、経済的にお困りの方 

＊（３）、（４）については令和７年度住民税課税情報で判定します。 

 

２.申請の方法                                                 

 当初申請期限： 令和７年６月２日（月）〆切 

 追加申請期間： 令和７年６月３日～１２月２６日（金） 

        ※ 追加申請の支給開始月は、認定された月からです。 

 提 出 方 法：① 教育委員会学校教育課 （窓口・郵送） 

             ② お子様が在籍する町立小・中学校 

 （追加申請の方は、教育委員会へご提出ください。） 

 提 出 書 類： 申請書（各世帯１枚） 

※生活保護世帯は、「生活保護受給証明書」を提出してください。 
※令和７年１月１日時点で、金武町に住民登録のない方については、 

  後日、令和７年度（令和６年分）所得課税証明の提出を求めます。 

【注意】 

※ 前年度、就学援助制度の認定を受けられた方も、毎年申請する必要があります。 

※ 未申告等により、児童・生徒と生計を同一にする方の住民税情報が把握できない

場合は、書類不備による審査不可として申請を差し戻す可能性があります。 

  （裏面へつづく）  



３.認定の可否                                                 

 審査に各世帯へ通知書を郵送します。 
 

４. 援助の内容（年間支給予定額）                                

 

   

※生活保護を受けている方への支給対象は、修学旅行費のみです。 

※支給月を過ぎてから申請があった場合、さかのぼり支給はありません。 

 

お問合せ先  

〒904-１２９３ 金武町字金武７７５８番地 

金武町教育委員会 学校教育課  

学校教育係（就学援助担当） 

電話 098-968-2991 

支給要件 小　学　校 中　学　校 支給月

学用品費 金武町在住
　　　　　　1年生　：12,610円
　２　～　６年生　：14,780円

　　　　　　1年生　：23,880円
　２　～　３年生　：26,850円

年３回（７月、１１月、２月）分割支給
※追加申請者は、１２ヵ月の月割り（１円未
満切り捨て）とし、認定月分からの支給となり
ます。

通学用品費 金武町在住 ２月

校外活動費 金武町在住 上限1,570円 上限2,270円
２月（学校から実施・参加状況の報告が
あったもの）

通学費 金武町在住

新入学用品費
（１年生のみ）

金武町在住 40,600円 47,400円
７月（入学前支給を未受給の方で、支給月
までに認定を受けた方）

修学旅行費
（在学中１回のみ）

金武町在住 実費 実費
実施前後
＊原則、学校長が代理受領の上、旅行社へ納
付します。

給食費
町立小中
学校在籍

原則、学校給食センター長が代理受領

医療費
町立小中
学校在籍

随時

眼鏡購入費 金武町在住 随時

2,230円

交通機関利用にかかる実費
＊通学方法・距離等の条件がありますので、ご相談ください

給食費実費分

学校保健安全法に定める病気（虫歯や慢性副鼻腔炎など）
＊金武町こども医療費助成事業で対応できない場合

上限20,000円


